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第２章 危険物規制 

 

第１ 危険物規制の概要 

＜危険物規制事務の概要について＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                            
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 10 日以内の 
貯蔵・取扱い 
 

 
 仮貯蔵・ 
 仮取扱承 
 認申請 
 

 
 貯蔵・ 
 取扱い 
 

 
 完成検査 
 申請 
 

 
 完成検査 
 済証交付 
 

 
使用開始 

 
 指定数量 
 以上の危 
 険物 
 

 
 許可（禁止さ 
 れている行為 
 の解除) 
 

 
 危険物施設の 
 設置（変更） 
 工事 
 

 
完成検査
前検査 

 
 恒常的貯蔵 
 ・取扱い 
 

 
 危険物施設の設置 
（変更）許可申請 
 

 
 運 搬 
 

 
容器・積載等の規制 

 

 
 指定数量の 1/5 未満(個人の住居で貯蔵し又は取り
扱う場合にあっては指定数量の1/2 未満)の危険物 

法別表第

一の品名

欄に掲げ

る物品で、

同表の性

質欄に掲

げる性状

を有する

ものをい

う。 

危険物 

 
 指定数量 
 未満の危 
 険物 
(少量危険
物) 
 
 

 
 指定数量の 1/5 以上
（個人の住居で貯蔵
し又は取り扱う場合
にあっては指定数量
の 1/2 以上）の危険
物 
 

少量危険物 
貯蔵・取扱い
の届出 

 

受 理 

法第３章による
規制 

三原市火災

予防条例 

 
承 認 

数量にかかわりなく法別表第一
に掲げる危険物 


